
別添参考 3 

知床五湖の利用のあり方協議会 知床五湖登録引率者審査部会 設置要領 

 

（名 称） 

１ この会議は、「知床五湖の利用のあり方協議会 知床五湖登録引率者審査部

会」（以下「審査部会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

２ 審査部会は、知床国立公園知床五湖利用調整地区のヒグマ活動期において、

立ち入り認定申請をおこなうことができる知床五湖登録引率者の養成、審査

の実施及びヒグマ活動期のルールの見直し等に関する事務について検討を行

い、同地区の円滑な運用に資することを目的とする。 

 

（審査部会の活動） 

３ 審査部会は、次に掲げる事項の検討・実施を行う。   

（１）知床五湖登録引率者の養成に関する事項 

（２）知床五湖登録引率者の資格の審査に関する事項 

（３）ヒグマ活動期の利用ルールに関する事項 

（４）その他、審査部会の目的を達成するために必要な事項 

 なお、利用適正化計画の変更に係る事項については、審査部会の検討結果

を知床五湖の利用のあり方協議会（以下「協議会」という。）に報告し、その

他の事項については審査部会の決定をもって、協議会の決定とする。 

 

（構成員等） 

４（１）審査部会は、別表に定める知床五湖登録引率者の養成、登録等に関す

る者であって、協議会会長の指名する者により構成する。 

 （２）構成員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（３）審査部会は、専門的な助言を得るために、専門家や関係機関の参画を

求めることができる。 

（４）構成員に欠員が生じたときには、構成員を補充することができる。な

お、補充構成員の任期は、前任者の残任期期間とする。 

 

（部会長等） 

５（１）審査部会には、部会長１名、会計１名、監事１名を置く。 

 （２）部会長は、会務を統括する他、審査部会の議事を進行する。 

 （３）部会長は、自ら審査部会に出席することができない場合は、あらかじ

め、審査部会の議事進行にあたる部会長代理を指名することができる。 

 （４）会計は、審査部会の会計経理を行う。 

 （５）監事は、審査部会の会計経理を監査する。 

 （６）部会長及び監事は、構成員の互選により選出する。 

 （７）会計は、指定認定機関である知床財団が担当する。 
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（会計規定） 

６（１）審査部会は、会務の運営にあたり、養成または試験の実費にあたる金

額の全部又は一部を受益者から得ることができる。 

 （２）会計事務の実施に関する詳細は、別途協議会の同意を得て策定する会

計規則において定める。 

 

（事務局） 

７ 審査部会の事務局は、環境省釧路自然環境事務所、北海道オホーツク総合

振興局及び斜里町の三者が共同で行う。 

 

（情報公開） 

８ 審査部会は、個人情報等の取り扱いに関するため、非公開で開催するが、

検討結果については、個人情報の適正な取り扱いに留意した上で、審査部会

終了後、速やかに会議資料、会議録等をインターネット等により公開する。 

 

（改正） 

９ この要領は、審査部会構成員の発議により、審査部会での合意を得て改正

することができる。 

 

 附則 

（施行期日） 

この要領は平成 22 年９月 16 日より施行する。 

この要領は平成 23 年３月 28 日より施行する。 

この要領は平成 23 年 12 月８日より施行する。 

この要領は平成 28 年 11 月 25 日より施行する。 

 

 

 

（別表）構成員 

 

 (公財)知床財団（２名） 

 (一財)自然公園財団（１名） 

 ウトロ自治会（１名） 

 (特非)知床斜里町観光協会（１名） 

 知床ガイド協議会（１名） 

 知床五湖登録引率者（３名） 

 環境省釧路自然環境事務所ウトロ自然保護官事務所（１名） 

 オホーツク総合振興局環境生活課（１名） 

 斜里町環境課（２名） 

 


